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技能講習修了証明記録の偽造に係る情報提供について 

 

標記の件につきまして、建設業労働災害防止協会（以下「建災防」という。）

が販売する「安全衛生教育手帳」内の技能講習修了証明記録に虚偽の記載（偽造）

を行っているものが認められた旨の情報が当局あて寄せられました。 

係る偽造行為に関しては、平成 19 年に発覚して問題となり、建災防では別紙

のとおり注意喚起を促すリーフレットを作成しております。 

今般、寄せられた情報は、 「安全衛生教育手帳」内の技能講習修了証明記録の

登録教習機関名欄に登録教習機関ではない建設会社の安全衛生協議会の名称が

記載されているものであり、別紙のリーフレットに記載のとおりの手法となり

ます。 

現在、建災防が販売する「安全衛生教育手帳」は技能講習修了記録の記載はで

きないようになっていることから、今後、同様の事案が多発する可能性は低いと

思われますが、偽造された「安全衛生教育手帳」により無資格就労が行われるこ

とのないよう貴団体の傘下会員事業場に情報提供を図られますとともに、偽造

された「安全衛生教育手帳」の所持者を把握した場合には、当局安全課担当者あ

て連絡するよう案内をお願いいたします。 

  

 

 

 

 

<問合せ・連絡先> 

神奈川労働局 労働基準部 安全課 

担当：合田、湯川 

電話：045-211-7352 




